
 

 

 

 

 

 

 

今年も梅雨の季節がやってきました。ジメジメした日々が続きますが、雨の日が十分にないと夏になって水が不

足する事態にもなりかねません。雨の日に重宝する雨具は、最近はカラフルで楽しいものが増えているように思

います。ちょっと傘や長靴を新調して、元気一杯、梅雨を過ごしましょう。 

 遺言書を作成するのにも手続きが必要ですが、作成した後も、世の中がいろいろ変化しておりますので気をつ

けなければなりません。遺言書を作成後考えさせる事例をご紹介します。 

 

 

 今日の相談者は、田中洋子さん（仮名 ５０歳）です。田中さんの父である藤村雅樹さん（仮名 享年８０歳）

が亡くなってしばらくして、当事務所に相談にいらっしゃいました。 

雅樹さんは公証役場で遺言書を残されていたのです。しかし、その遺言書の内容が、「妻幸子に全財産を相続させ

る。」というものでした。その遺言書の問題はというと、雅樹さんの全財産を受け取るべき幸子さんは３年前に他

界されていたのです。いわば、受け取る人がいない遺言書です。この場合は、民法の規定により、遺言書として

の効力は生じませんので、遺言書がなかったのと一緒になります。 

 そこで、洋子さんから委任を受けて、父雅樹さんの相続人を調査したところ、一人娘だと思っていたら、若い

頃に認知をした子供さんが１人いらっしゃることが分かりました。この場合の相続人は、洋子さんとその子供さ

んの二人ということになります。この事実を洋子さんに告げて、もう一人の相続人に連絡を取ってもらい、事情

を話した後に、遺産をどのようにするか話し合ってもらいました。かなりもめたのですが、不動産は洋子さんが

もらい、それ以外の財産はもう一人の相続人がもらうことで決着しました。 

 一人娘の洋子さんがおっしゃるには、お父さんはこのことが頭にあって遺言書でお母さんに全財産を受け継が

せたかったようだと・・・今となっては、誰も知る由もないのですが・・・ 

 このように、遺言書は作成したら終わりではなく、自分の周りで起こっている物事をしっかり把握して、適宜

に変更するべきだと思います。そうしないと、藤村さんのように遺言書が無効になってしまいますから・・・こ

ういう時にしっかり相談を受け止められるのが司法書士等の法律家です。状況だけでなく、気持ちが変わっても、

遺言書はいつでも作り直しが出来ます。この場合は、古い遺言書と新しいそれの内容が齟齬する場合は、新しい

ものが優先され、内容に齟齬がなければどちらも有効となります。ただし、物事をはっきりと記しておかないと、

そのことで相続人が争うことも考えられますので、どうぞ、専門家にご相談の上、自分の死後の安心を手に入れ

て下さい。 

 

 

あなたが残したいもの・伝えたい思いは何ですか？ 
ｗｗｗ．ｏ-ｓｏｕｚｏｋｕ．ｎｅｔ 

司法書士藤井真司事務所 

        〒810-0072 

福岡市中央区長浜 2丁目 5番 

       港ビル 203号 

ＴＥＬ：092-713-4900 

司法書士  ：  藤井 真司 
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遺言書を作成しても・・・ 

遺言書は３種類 

①遺言する人が自筆で内容を書き、作成日を記入し、

署名する「自筆証書遺言」 

②公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取り、公証人

が作成する「公正証書遺言」 

③遺言書の内容を誰にも知られない様にして作成する

「秘密証書遺言」があります。 


